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　筑西市では社会福祉法第１０７条の規定に基づき、「地域福祉計画」の策定を行っていま

す。平成２９年３月には「筑西市第３次地域福祉計画」が策定され、地域福祉の推進に向

けて筑西市の各種計画等との調整・連携を図っています。筑西市社会福祉協議会（以下「筑

西市社協」という。）では市が策定した「地域福祉計画」を受け、住民一人ひとりの活動、

ボランティアやＮＰＯ法人等の団体活動を具体化し、地域福祉を推進するための行動計画

として「地域福祉活動計画」を策定します。

　「地域福祉活動計画」は社会福祉法第１０９条に基づく計画であり、地域福祉を推進する

うえで指針となる計画です。また、「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」は、地域福

祉に必要な取り組みを定める行政計画と民間活動計画であり、車の両輪に例えることがで

きます。行政と筑西市社協が連携、協働、整合性を図りながら地域福祉の推進に努めてい

きます。

　第２次地域福祉活動計画の計画期間が終了することに伴い、地域の構造変化や行政機関

などの動向を踏まえ、第３次地域福祉活動計画の策定を行います。　

　計画期間は、平成３０年度から平成３４年度までの５年間とします。この期間中において、

社会経済情勢の変化や筑西市の動向に応じて見直しが必要な場合は、順次対応を図ります。

計画の期間について

地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係について



　この基本理念には、筑西市に住む市民が地域の中で支え

合い・助け合うことで、笑顔があふれ、安心して暮らせる

ようにという願いが込められています。また、今後一層の

少子高齢化や人口減少が予測されている中、家庭や地域の

中でのつながりを深めることが重要となっています。

　「基本理念」を実現していくための「基本目標」として次

の３つを掲げています。

人と地域がつながり支え合う

　　　　笑顔と安心のあるまち　筑西
（１）情報発信・相談体制の充実

①地域分析および地域ニーズの把握（民生関係資料）

②ホームページを活用した福祉、ボランティア活動情報の提供

③相談事業の実施

（２）適切なサービス提供

①住民参加型在宅福祉サービス事業

②日常生活自立支援事業

③小口資金貸付事業

④生活福祉資金貸付事業

⑤生活困窮者自立支援事業

⑥居宅介護支援事業

⑦訪問介護事業

⑧地域型在宅介護支援センター運営事業

⑨元気ぷらす教室

⑩地区地域包括支援センター運営事業

⑪指定特定相談支援事業

⑫就労継続支援（Ｂ型）事業

⑬筑西市障害者等地域活動支援センター事業

⑭しもだて子育て支援センター運営業務

⑮共同募金配分金事業

（３）外出しやすい環境づくり

①外出しやすい環境づくり事業

（４）防犯防災体制の充実

②災害ボランティアセンターの運営

　筑西市社協では、この「基本理念」と「基本目標」をもとに、具体的な活動

計画として施策の展開をまとめました。第１次、第２次地域福祉活動計画で進

めてきた活動計画の課題を踏まえ、「基本理念の実現」に向けて関係機関と

連携・協働・整合性を図りながら、地域福祉を推進していきます。

（１）意識啓発・教育

①地域における地域福祉理念の普及、啓発

②寄付、募金活動への理解（善意銀行）

③福祉教育への理解

④福祉職を目指す実習生の受け入れ

（１）地域での支え合い活動の推進

①小地域ネットワーク推進（支部社協）

②生活支援体制整備事業

計画の目指す方向計画の目指す方向計画の目指す方向

1.福祉意識を醸成する仕組みづくり

2. 地域活動を促進する体制づくり

3. 安心して暮らせる環境づくり

（２）地域の交流の促進

①生きがい講座、生きがいサロンの実施　　

②交流の場の提供

（２）ボランティア、NPO活動の推進

①ボランティアセンターの設置

②ボランティア養成講座の実施

（３）団体・機関の連携

①筑西市ボランティア連絡会の編成　　

筑西市では第１次、第２次地域福祉計画の評価から導き出された課題を解決するため、第３次地域福祉計画において、下記のように基本理念を定めています。

基本目標１

　福祉意識を醸成する仕組みづくり

基本目標２

　地域活動を促進する体制づくり

基本目標３

　安心して暮らせる環境づくり
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